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１ 計画策定の趣旨 
竜王町では、平成 28 年３月に「第２期竜王町障がい者計画」、平成 30 年３月に「第５期

竜王町障がい福祉計画および第１期竜王町障がい児福祉計画」を策定し、障がいのある人
が地域において安心して暮らすことのできる共生社会を目指して、障害福祉施策の推進に
取り組んできました。 

このたび、国の制度改正の方向や障がいのある人やその家族のニーズ、計画の進捗状況
等を踏まえた計画の見直しを行い、障害福祉施策を総合的に推進するため、新たに「第６
期竜王町障がい福祉計画および第２期竜王町障がい児福祉計画」を策定します。 
 

２ 計画の期間 
「第６期竜王町障がい福祉計画および第２期竜王町障がい児福祉計画」の計画期間は令

和３年度から令和５年度までの３年間です。 
 

３ 基本理念 
 

 

ともに支え合い、安心して暮らせる、 
自立と共生のまち 竜王 

 
●本町は、「すべての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけ
がえのない個人として尊重される」という障害者基本法の理念のもと、すべての住民が
分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合い、暮らすことのできる「とも
に支え合う共生のまち」を目指します。 

●本町は、地域の支え合いと公的な支援を効果的に組み合わせ、いつでもどこでも適切な
支援を受けられる環境において、障がいのある人が自らの決定に基づいた暮らしを実現
できる「安心して暮らせるまち」を目指します。 

●本町は、「ノーマライゼーション」と「リハビリテーション」の理念のもと、障がいのあ
る人の活動や社会参加を制限する社会的な障壁をなくし、障がいのある人が自らの能力
を発揮し、自己実現のできるまちを目指します。  
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４ 障害福祉を取り巻く現状 
●●各種手帳所持者数の推移 

令和２年 10 月末時点の障害者手帳所持者数は 744 人となっています。身体障害者手帳所
持者数がほぼ横ばいで推移しているのに対し、療育手帳所持者数、精神障害者保健福祉手
帳所持者数は増加傾向で推移しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
資料：竜王町 健康推進課（各年度末時点 ※令和２年度のみ 10 月末時点） 

 
●●サービスの利用状況と利用意向（当事者対象調査） 

現在利用しているサービスについては、「自立を目指した身体機能や生活能力のアップを
行うサービス」が最も高く、利用希望については「介護をする人が病気などの際、一時的、
短期的に施設に宿泊するサービス」が最も高くなっています。 
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●●障がいのある人を雇用するにあたっての課題（企業・団体対象調査） 
「会社内に適当な仕事があるか」が 80.0％と最も高く、次いで「採用時に適正、能力を

十分把握できるか」が 53.3％、「職場の安全面の配慮が適切にできるか」が 46.7％となっ
ています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●●利用者から望む声が多いが、不足している、または定員増員や新規参入が進まないと
感じているサービス（事業所対象調査） 

「共同生活援助」が 29.4％（10件）と最も高く、次いで「短期入所」が 23.5％（８件）、
「居宅介護」「日中一時支援」がそれぞれ 17.6％（６件）となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
  

件数 件数
居宅介護 6 17.6   共同生活援助 10 29.4   
重度訪問介護 4 11.8   施設入所支援 3 8.8     
同行援護 2 5.9     計画相談支援 4 11.8   
行動援護 5 14.7   地域移行支援 0 -         
重度障害者等包括支援 0 -         地域定着支援 0 -         
生活介護 5 14.7   移動支援 3 8.8     
自立訓練（機能訓練） 0 -         地域活動支援センター 0 -         
自立訓練（生活訓練） 0 -         訪問入浴サービス 1 2.9     
宿泊型自立訓練 0 -         日中一時支援 6 17.6   
就労移行支援 1 2.9     児童発達支援 0 -         
就労継続支援（Ａ型） 2 5.9     医療型児童発達支援 1 2.9     
就労継続支援（Ｂ型） 2 5.9     放課後等デイサービス 1 2.9     
就労定着支援 0 -         保育所等訪問支援 1 2.9     
療養介護 0 -         居宅訪問型児童発達支援 0 -         
短期入所 8 23.5   障害児相談支援 1 2.9     
自立生活援助 1 2.9     その他 0 -         
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５ 成果目標（サービス提供体制の達成目標）《一部抜粋》 

障がいのある人の地域生活への移行や就労支援、障がいのある子どもの健やかな成長と
いった課題に対応するため、必要な障害福祉サービスや障害児通所支援等を提供する体制
を確実に確保するための目標（成果目標）を定める必要があります。 
●●地域生活支援拠点等の整備 

地域生活支援拠点とは、障がいのある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、
居住支援のための機能をもつ場所や体制のことです。居住支援のための主な機能は、①相
談、②緊急時の受け入れ・対応、③体験の機会・場、④専門的人材の確保・養成、⑤地域の
体制づくりの５つを柱としています。 
 

《本町の目標設定の考え方》 
本町では、町内において面的整備での地域生活支援拠点を整備済といえます。各機能の

現時点での整備状況は下表の通りですが、将来的には町内での機能整備を目指します。 
 

機能 現状 今後の 
方向性 内容 

①相談 機能あり 拡充 

町内で委託実施している障害者地域生活支援センタ
ー設置事業、東近江圏域で委託実施している障害者
相談支援事業が該当します。今後は、町内での一般
相談支援の充実を目指します。 

②緊急時の 
受け入れ・対応 機能あり 拡充 

町内で委託実施している障害者地域生活支援センタ
ー設置事業、東近江圏域で委託実施しているセーフテ
ィネット等サービス事業が該当します。今後は、町内での
受け入れ環境のさらなる拡充に努めます。 

③体験の機会・場 機能あり 拡充 

グループホームの体験利⽤や短期入所、東近江圏域で
委託実施している地域生活支援ステップアップ事業が該
当します。今後は、町内での受け入れ環境のさらなる拡
充に努めます。 

④専門的人材の 
確保・養成 － 検討 現時点では該当する事業は実施されていません。 

⑤地域の 
体制づくり 機能あり 拡充 

町内法人との定期的な会議を開催しています。今後は
より地域の実情に即した支援を展開していくため、町域
での⾃⽴⽀援協議会設置に向けた検討を進めます。 
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６ 活動指標（成果目標達成のために必要なサービス等の見込量）《一部掲載》 

●●訪問系サービス 
サービス 単位 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

居宅介護 人／月 15 16 18 
時間／月 240 256 288 

重度訪問介護 人／月 4 4 4 
時間／月 30 30 30 

同行援護 人／月 4 5 6 
時間／月 16 20 24 

行動援護 人／月 8 9 10 
時間／月 301 338 376 

重度障害者等包括支援 人／月 0 0 0 
時間／月 0 0 0 

●●日中活動系サービス 

サービス 単位 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

生活介護 人／月 32 33 34 
人日／月 663 684 705 

自立訓練（機能訓練） 人／月 1 1 1 
人日／月 1 1 1 

自立訓練（生活訓練） 人／月 1 1 1 
人日／月 1 1 1 

就労移行支援 人／月 4 5 6 
人日／月 43 54 65 

就労継続支援Ａ型 人／月 3 3 4 
人日／月 55 55 74 

就労継続支援Ｂ型 人／月 29 30 32 
人日／月 494 511 545 

就労定着支援 人／月 1 1 1 
療養介護 人／月 3 3 3 

短期入所(福祉型・医療型) 人／月 3 5 8 
人日／月 6 10 16 
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●●居住系サービス 
サービス 単位 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

施設入所支援 人／月 5 5 5 
自立生活援助 人／月 1 1 1 
共同生活援助 人／月 32 37 43 

●●障害児通所支援 
サービス 単位 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

児童発達支援 人／月 23 31 43 
人日／月 53 71 99 

医療型児童発達支援 人／月 0 0 0 
人日／月 0 0 0 

放課後等デイサービス 人／月 10 12 14 
人日／月 94 113 132 

保育所等訪問支援 人／月 12 14 16 
人日／月 12 14 16 

居宅訪問型児童発達支援 人／月 1 1 1 
人日／月 2 2 2 

７ サービスの円滑な提供のための取組 
●●相談支援ネットワークの推進 

町域での自立支援協議会設置に向けた検討を進めるとともに、「東近江地域障害児（者）
サービス調整会議」において、関係分野・関係組織など多様な社会資源のネットワーク化
を図り、専門的な立場から障がいのある人の生活全般を支援できる体制づくりを図ります。 
●●ケアマネジメントの仕組みづくり 
ケアマネジメントの仕組みづくりとして、①相談支援体制の充実、②ケアマネジメント

従事者の確保・育成、③関係機関・団体が連携したケア機能の強化に取り組みます。 
●●サービスの質向上に向けた取組 

サービスの質向上に向けて、①サービス管理責任者および児童発達支援管理責任者の資
質の向上、②障害支援区分に関する認定審査の質の確保、③適切なサービス利用計画の作
成、④障害福祉サービスに対する評価の実施への働きかけに取り組みます。 
●●利用者の権利擁護 

利用者の権利を守るため、①福祉サービス利用者の苦情解決のための対応の周知、②福
祉サービスの利用支援の推進、③障がいのある人に対する虐待等の防止に向けた取組に取
り組みます。 



 

7 
 

８ 計画の推進と評価 
●本計画を推進するにあたっては、計画の基本理念等を地域住民に正しく周知することに
努め、サービスの利用促進を図るとともに、地域住民の理解と協力を得られるよう普及
啓発を図ります。 

●庁内においては、わかりやすく利用しやすい相談窓口の設置や関係各課との連携強化に
よる、適切なニーズ把握と専門的な課題にも対応できる体制強化を進めていきます。ま
た、合理的配慮提供の視点より、町職員の意識向上と実践に努めます。 

●本計画を推進し、障がいのある人のニーズに合った施策推進のために、国や県の動向を
踏まえるとともに、県との協議の場で議論を深め、共同・連携して先進的で有益な施策
化に向けて推進します。 

●本計画をより実行性のあるものとするために、ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づき進捗
管理を行います。 
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